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平成18年度たばこ・アルコール対策担当者講習会  

アルコール対策について  

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室   
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WHOのアルコール対策  

WHO第32回総会「全ての地域で飲酒量を軽減  
させること」決議  

「アルコールによる公衆衛生上の問題」で大量飲  

酒者に対する簡易介入など10の政策を提言  

2005年   WHO第58回総会「アルコールの有害な使用に  
起因する公衆衛生問題を軽減するための決議」  

2006年3月 西太平洋地域事務局で、地域におけるアルコー  
ル対策について検討  

2007年5月 WHO第60回総会で、日本のアルコール政策を  

報告予定  

西太平洋地域事務局の草案  
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l アルコールの有害な使用によるリスクの軽減  
～知識の普及・啓発活動～   

ll． アルコールの有害な使用が及ぼす影響を最小限化  
～地域や行政による早期発見と介入～   

＝．アクセスや入手のしやすさに対する制限  
～販売制限・税制の改革～   

lV．戦略を推進、実行する機構の設立  
～アルコールに関連した部署の設立と、強化～  



今後のアルコール表示について  

健康影響の表示  未成年者の飲酒防止  

「未成年者の飲酒肪止に関する表示基  
準」（告示）   

（酒類の陳列場所lこおける表示）  

4 酒類小売賑充輔（酒類製造業者及び  
酒醐業者以外の者に酒類を販売す  
る場所をいう。以下同じ。）においては、酒  

憩の陳列場所の鼻やすい箇所に、「酒類  
の売場である」又は「酒類の陳列場所で 「クn曽uトの量…ふこ 

ある」旨及びト  
細最下≠ない▲餌士醐l＿な  

「酒税の保全及び酒類菓組合輪に醸する法律  
施行令の一部を改正する政令」   

第8粂の4（表示の基準）   

法第86条の9第1項に規定する政令で定  

一 酒類の製法、品質その他これらに類す  める事項は、次に掲げる事壌とする。        る事壌   二 束成年の飲酒防止に関する事項   三 三悪糟の三島暮とtl■′の舶にlヨr 
る    重量  

ヒ．」旨を表示するものとする，  

平成17塵1（】月1日はヽら一別唄  

（醐あり）   




